
２６経営第９４８号

平成２６年９月３０日

全国農業会議所会長 殿

農林水産省経営局長

遊休農地に係る贈与税及び相続税の納税猶予制度の適正な運用につ

いて

租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第70条の４第１項又は第70条の６第

１項の規定に基づく贈与税又は相続税の納税猶予制度（以下「納税猶予制度」

という。）の適用を受けている農地（農地法第２条第１項に規定する農地をい

う。）については、「遊休農地に関する措置の適切な実施及び農地等の贈与税

及び相続税の納税猶予制度の運用の適正化について」（平成23年11月７日付け

23経営第2099号農林水産省経営局長通知。以下「旧適正化通知」という。）に

より遊休農地に係る納税猶予制度の適正化を図ってきたところですが、農業の

構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法

律（平成25年法律第102号）及び所得税法等の一部を改正する法律（平成26年

法律第10号）の施行に伴い、今後は下記のとおりの取扱いとしますので、御了

知願います。

また、これに伴い、旧適正化通知を廃止し、旧適正化通知を引用する「農地

法の運用について」（平成21年12月11日付け21経営第4530号・21農振第1598号

農林水産省経営局長・農村振興局長連名通知）を別紙のとおり改正しますので、

併せて御了知願います。

これらのことについては、国税庁と協議済みであることを申し添えます。

以上、貴傘下団体に対して貴職より周知願います。



記

第１ 遊休農地に関する措置の適正な実施について

租税特別措置法（昭和32年法律第26号。以下「租特法」という）第70条の４第

１項又は第70条の６第１項の規定に基づく贈与税又は相続税の納税猶予制度（以

下「納税猶予制度」という。）は、贈与又は相続若しくは遺贈（以下「贈与等」と

いう。）により取得された農地（農地法（昭和27年法律第229号。以下「法」とい

う。）第２条第１項に規定する農地をいう。以下同じ。）が適正に農業の用に供さ

れることを前提とした特例措置であるため、その適正な運用を確保する観点から、

納税猶予制度の適用を受けている農地（以下「特例農地」という。）に対する法第

４章に規定する遊休農地に関する措置（以下「遊休農地に関する措置」という。）

については以下に留意すること。

１ 特例農地に係る農地中間管理権の取得に関する協議の勧告及び所管税務署長に対

する通知

特例農地については、法第36条第１項の規定による勧告又は租特法第70条の４

第１項第１号若しくは第70条の６第１項第１号の規定による通知（以下「勧告等」

という。）があった場合に贈与税及び相続税の納税猶予に係る期限（以下「納税猶

予期限」という。）が確定するため、納税猶予制度の適正な運用を確保する観点か

ら、勧告等を確実に行う必要がある。

また、特例農地に係る勧告等の手続については、以下のとおり取り扱うものと

する。

(1) 当該農地について、法第36条第１項各号のいずれかに該当することが確実であ

ることが確認できた場合には、早急に勧告等を実施すること。

(2) 利用意向調査（法第32条第１項又は第33条第１項の規定による法第32条第１項

に規定する利用意向調査をいう。以下同じ。）を行う場合には、当該特例農地の所

有者に対し、法第36条第１項各号のいずれかに該当し、勧告等が行われたときは

納税猶予期限が確定する旨を明示すること。

(3) 利用意向調査を行った後、必要に応じ、法第34条の規定による利用関係の調整

を行うこと。

(4) 勧告等を実施する場合には、当該特例農地が農地中間管理事業の推進に関する

法律（平成25年法律第101号。以下「機構法」という。）第２条第３項に規定する

農地中間管理事業（以下「農地中間管理事業」という。）の事業実施区域内に所在

するか否かに応じて、以下のとおり実施すること。

ア 農地中間管理事業の事業実施区域内に所在する場合

｢農地法の運用について」（平成21年12月11日付け21経営第4530号・21農振第



1598号農林水産省経営局長及び農村振興局長連名通知。以下｢運用通知｣とい

う。）の第３の４に留意しつつ法第36条第１項の規定による勧告を実施するこ

と。

イ 農地中間管理事業の事業実施区域外に所在する場合

租特法第70条の４第１項第１号又は第70条の６第１項第１号の規定に基づ

き、所在地の所轄税務署長に対して、法第36条第１項各号のいずれかに該当す

る旨通知すること。

その際、当該特例農地の所有者に対して、税務署長に対する通知を行った旨

を付録１により通知すること。

(5) 農業委員会（農業委員会を置かない市町村にあっては市町村長。以下同じ。）は、

所轄税務署長から勧告等の実施に係る情報の提供を求められた場合には、市町村

の個人情報の保護に関する条例に抵触しない範囲でその求めに応じること。

(6) 農業委員会は、原則として、勧告等を行う日の概ね１ヶ月前に（当該日までの

期間が１ヶ月未満である場合は、速やかに）勧告等を行う日が迫っている旨の書

面を付録２により当該特例農地の所有者に交付すること。

２ 耕作の放棄による納税猶予期限の確定の取扱い

耕作の放棄による納税猶予期限の確定は、贈与等の時期により、以下のとおり制

度上の扱いが異なることに留意し、特例農地の管理に当たっては、その区分を明確

にすること等により納税猶予期限の確定に係る手続に遺漏がないようにすること。

(1) 平成17年４月１日以後に行われた贈与等に係る特例農地については、勧告等が

あった場合に納税猶予期限が確定する。

(2) 平成17年３月31日以前に行われた贈与等に係る特例農地については、原則とし

て耕作の放棄によっては、納税猶予期限は確定しないが、当該特例農地について、

租特法第70条の４の２第１項又は第70条の６の２第１項に規定する特定貸付けが

行われた場合には、(1)と同様、勧告等が行われた場合に納税猶予期限が確定する

（租特法第70条の４の２第10項、第70条の６の２第３項）。

３ 所轄税務署長への通知

租特法第70条の４第36項又は第70条の６第41項の規定に基づき、勧告等を行った

場合に農業委員会が行うこととされている所轄税務署長への通知（以下「対税務署

長通知」という。）については、以下のことに留意すること。

(1) 対税務署長通知は、租特法の規定により納税猶予期限の確定に係る事実を知っ

た農業委員会が必ず行わなければならないこととされている事務であり、当該事

務を適切に行わない場合、法令違反となること。

(2) 法第36条第１項の規定による勧告を行った日から著しく遅延して対税務署長通

知がなされた場合であって、納税猶予の適用を受けていた者が当該勧告があった



日から２ヶ月を経過する日までにその猶予に係る税額を納付することができなか

った場合は、その遅延した期間に応じて延滞税が生じることとなること。

このため、当該勧告があった場合は、農業委員会は対税務署長通知を速やかに

行う必要があること。

(3) 租特法第70条の４第１項第１号又は第70条の６第１項第１号の規定に基づき所

轄税務署長に通知しているときは、対税務署長通知は不要であること。

第２ 納税猶予制度の適正化に向けた取組について

１ 適正化対象地の把握等

(1) 適正化管理台帳

全ての農業委員会は、旧適正化通知の第２の１により管理している適正化対象

地（遊休農地など農地として適切に利用されていない特例農地をいう。以下同

じ。）及び利用状況調査等を通じて新たに把握した適正化対象地について、別紙様

式１の例により必要な情報を整理し、台帳（以下「適正化管理台帳」という。）を

整備するものとする。

ただし、農地台帳を活用して適正化対象地の管理を行う場合には、農地台帳を

これに代えることができる。

(2) 留意点

農地台帳を活用して適正化対象地の管理を行う場合は、３の(1)のアによる都道

府県知事に対する適正化の状況の報告に必要であるため、以下の事項について必

ず記録・整備すること。

ア 適正化対象地の面積及び区分（農地、非農地又は農地以外に転用された土地

の別）に関する事項

イ 遊休農地に関する措置の状況に関する以下の事項

(ｱ) 法第35条第２項の規定による農地中間管理権の取得に関する協議の結果

(ｲ) 法第36条第１項の規定による勧告に係る協議の結果

(ｳ) 法第37条の規定による農地中間管理権の裁定申請の年月日及び裁定の状況

ウ 第１の２（耕作の放棄による納税猶予期限の確定の取扱い）の(1)又は(2)の

区分に関する事項

エ 対所轄税務署長通知の発出年月日及び通知に係る事由

オ 適正化対象地の処理状況に関する以下の事項

(ｱ) 適正化対象地が解消された土地の面積及び解消の時期

(ｲ) 納税猶予期限の確定処理の有無（当該期限の確定前に猶予に係る税額が免

除となった場合には、その事実）

また、所轄税務署長から適正化対象地に係る情報の提供を求められた場合には、

農業委員会は、市町村の個人情報の保護に関する条例に抵触しない範囲でその求



めに応じるものとする。

２ 農地以外に転用されている場合の取扱い

農業委員会は、特例農地の転用（法第４条第１項又は第５条第１項の規定に違反

して行われたものを含む。）の事実を把握した場合には、納税猶予期限の確定事由に

該当する可能性があるため、直ちに、以下のとおり対応するものとする。

(1) 法第４条第１項又は第５条第１項の規定による許可に係る事案である場合につ

いては、当該許可の権限を有する者に所轄税務署長に対する通知を行ったかどう

かを確認し、当該通知が行われていない場合は直ちに行うよう要請することとす

る。

(2) (1)に掲げる場合以外の場合については、当該農業委員会から直ちに所轄税務署

長への通知を行うこととする。

３ 適正化の状況の報告等

(1) 適正化の状況の報告

ア 農業委員会から都道府県知事への報告

農業委員会は、遊休農地に関する措置の実施等について、適正化管理台帳（農

地台帳を活用して適正化対象地を管理する場合は、農地台帳）に処理の経過を

記録するとともに、３月、６月、９月及び12月の各月末日における状況を取り

まとめて、当該各月の翌月15日までに別紙様式２により都道府県知事に報告す

るものとする。

なお、６月末日及び12月末日における状況については、直近の報告内容と変

更がない場合には、別紙様式２による報告に代え、変更がない旨を都道府県知

事に報告することとして差し支えない。

イ 都道府県知事から地方農政局長等への報告

アの報告を受けた都道府県知事は、３月、６月、９月及び12月の各月末日に

おける状況を取りまとめ、それぞれ、当該各月の翌月末日までに別紙様式３に

より地方農政局長（北海道知事にあっては経営局長、沖縄県知事にあっては内

閣府沖縄総合事務局長。以下「地方農政局長等」という）に報告するものとす

る。

(2) 改善の要請等

ア 改善の要請

都道府県知事は、遊休農地に関する措置が適切に実施されていないなど取組

が不十分であると認められる農業委員会がある場合は、当該農業委員会に対し、

その取組の改善に関する計画を作成し、自らこれを公表すべきことを要請する

ものとする。



また、地方農政局長等は、当該要請がなされるべき農業委員会が存するにも

かかわらず都道府県知事がこれを行わない場合は、都道府県知事に対して、当

該要請をすることを求め、又は都道府県知事に代わって自らその農業委員会に

当該要請をするものとする。

イ 公表等

地方農政局長等又は都道府県知事は、農業委員会に対し、アの要請を行った

場合は、当該要請を行った旨及びその農業委員会の名称をホームページ等にお

いて公表するものとする。

(3) 適正化状況の検証

地方農政局長等又は都道府県知事は、適正化対象地が多数存在した地域等にお

いて、遊休農地について大幅に農業上の利用の増進が図られたなど、目覚ましい

成果が見られた地域がある場合は、優良事例として他の地域の参考とするため、

現地調査を行い、その取組の検証を行うものとする。

４ その他

(1) 適正化対象地のうち、既に非農地になっているものについて

適正化対象地のうち、旧適正化通知第２の４により管理していたものは、納税

猶予の期限の確定又は所有者の死亡等による贈与税又は相続税の免除までの間、

適正化管理台帳により管理することとする。

(2) 農地中間管理機構が借り受けている特例農地の取扱いについて

機構法第２条第４項に規定する農地中間管理機構（以下「農地中間管理機構」

という。）が同法第20条の規定に基づき、特例農地に係る農地中間管理権に係る賃

貸借又は使用貸借の解除をした場合は、法第32条による利用意向調査の対象外と

され、納税猶予の期限を確定することができないことから、農地中間管理機構は

当該農地の所有者と協議の上、賃借から使用貸借への切替えを行うなど、納税猶

予制度の適正な運用を確保するために適切な対応を行うものとする。
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（付録１）

農地法第 36 条第１項各号のいずれかに該当したことを所轄税務署長に通知した旨の通知書

（年号） 年 月 日

住所

氏名 様

農業委員会長 印

租税特別措置法第 70 条の４第１項又は第 70 条の６第１項の規定により贈与税又は相続

税の納税猶予の特例の適用を受けている農地について、農地法第 36 条第１項第 号に該

当する旨を、所轄税務署長に通知しました。このことにより、納税猶予が打ち切られ、納

税が猶予されていた贈与税又は相続税の全部又は一部を、利子税とともに納付しなければ

なりませんので、速やかに所轄の税務署に申し出てください。

記

受贈者 受贈者

(相続人) (相続人)

の住所 の氏名

納税猶予期限 （年号） 年 月 日

確定年月日

所 在 地 番 地 目 面 積 農地法第 32 条又は第 33 条の規定

による利用意向調査の実施年月日

該当し

た農地

下線部分には農地法第 36 条各号のうち該当する号を記載する。
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（付録２）

特例農地が農地法第 36 条第１項各号のいずれかに該当すると見込まれる旨のお知らせ

（年号） 年 月 日

住所

氏名 様

農業委員会 印

あなたが租税特別措置法第 70 条の４第１項又は第 70 条の６第１項の規定により贈与税

又は相続税の納税猶予の特例の適用を受けている農地のうち、下記のものについては、農

地法第 32 条第１項又は第 33 条第１項の規定による利用意向調査の結果、農地法第 36 条

第１項第 号に該当するものと見込まれます。

この状況が継続され、農地法第 36 条第１項各 号に該当することとなった場合、納税

猶予が打ち切られることとなり、猶予されていた贈与税又は相続税の全部又は一部を、利

子税とともに納付しなければなりませんので、ご留意ください。

記

受贈者 受贈者

(相続人) (相続人)

の住所 の氏名

納税猶予期限確定 （年号） 年 月 日

予定年月日日

所 在 地 番 地 目 面 積 農地法第 32 条又は第 33 条の規定

による利用意向調査の実施年月日

該当す

る予定

の対象

農地

下線部分には農地法第 36 条各号のうち該当する号を記載する。
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（別紙）

農地法の運用について（平成21年12月11日付け21経営第4530号・21農振第1598号農林水産省経営局長・農村振興局長連名通知）一部改正新旧対照表
（下線部は改正部分）

改 正 後 現 行

別添 別添

第３ 遊休農地に関する措置 第３ 遊休農地に関する措置
法第１条に規定する目的及び法第２条の２に規定する農地について 法第１条に規定する目的及び法第２条の２に規定する農地について

権利を有する者の責務の趣旨を踏まえて、法令上例外措置が認められ 権利を有する者の責務の趣旨を踏まえて、法令上例外措置が認められ
ている場合を除き、法第４章の遊休農地に関する措置を必ず講じなけ ている場合を除き、法第４章の遊休農地に関する措置を必ず講じなけ

ればならないことに留意されたい。 ればならないことに留意されたい。
また、贈与税及び相続税の納税猶予制度の適用を受けている農地に また、贈与税及び相続税の納税猶予制度の適用を受けている農地に

ついては、法第36条第１項の勧告があった場合には納税猶予の期限が ついては、法第36条第１項の勧告があった場合には納税猶予の期限が
確定することから、「遊休農地に係る贈与税及び相続税の納税猶予制度 確定することから、「遊休農地に関する措置の適切な実施及び農地等に

の適正な運用について」（平成26年９月30日付け26経営第948号農林水 係る相続税の納税猶予制度の運用の適正化について（平成23年11月７

産省経営局長通知）の内容に十分留意されたい。 日付け23経営第2099号農林水産省経営局長通知）」の内容に十分留意さ
れたい。

１～４ （略） １～４ （略）




